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ところで、自動車事故のうち人身事故については被害者の治療期間も長く、示談などによる

最終的な賠償金の確定までの期間が相当長期にわたるため、使用者たる法人が損害賠償金の一

部として事故関連の一連の費用を内払いするのが通例です。この場合、その損害賠償金の一部

を内払いした日の属する事業年度の損金の額に算入できる特例が認められていますが、同時に

損金の額に算入した損害賠償金に相当する保険金の見積額を益金の額に算入する必要がありま

す(基通9-7ー18、2-2 -13)。

保険金見積額とは、使用者たる法人が自動車損害賠償責任保険契約または任意保険契約を締

結した保険会社に対して、保険金の支払し冶を請求しようとする額をいいます。

なお、損害賠償金の支払いの対象となった行為などが、法人の業務に関連しないものである

場合または業務に関連する行為であっても行為者に故意、重過失がある場合には、法人が支出

した損害賠償金に相当する金額は、その行為者に対する債権として取り扱われます(基通9-

7 -16(2))。

この場合、この債権につき、役員または使用人の支払能力などからみて求償できない事情に ， 
あるため、全部または一部に相当する金額を貸倒れとして損金経理した場合は、その処理が認

められます(基通9-7 -17)。

次に、ピルなどの減価償却資産を自己の建設、製作、製造などにより取得した場合の取得価

額は、次に掲げる金額の合計額によることになっています(令52①ニ)。

(1) 建設などのために要した原材料費、労務費および経費

(2) 事業の用に供するために直接要した費用

従って、工場などの建設に伴って支出する住民対策費、公害補償金などの費用で、当初から

その支出が予想されているものは建設のために必要な支出ですから、たとえその支出が建設後

に行われるものであっても、その減価償却資産の取得価額に算入する必要ーがあります(基通7

-3-7)。

I!: ドパ イ スi①損害賠償金の内払い額が保険金の見積額を超える場合
" I には、その見積額までを収益に計上すればよし、。

② 事業遂行以外の事故等について、役員等に弁済能力があるにもかかわらず求償権を行使し ' 

なかったときは、役員等に対する給与(賞与)として取り扱われる。

③ 公害保償などの費用の額であっても、当初からその支出が予定されていないものや、毎年

支出することとなる補償金は取得価額に算入されない。

申告書等の提出は?

- 税務署には、時間外収受ポストを設置して

おります。休みの日の申告書等の侵出にご利

用ください。
• 64年1月から、原則として、園の行政機関は、

各月の第E、第4土曜日が休みになりました0

・税務署も、この政府の方針に従い、休ませてい
ただきます。ご協力をお願いします。

- 申告書等の提出は、郵送でも差し支えあり

ません。

町田税務署
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昭和63年度 改正税法のあらまし

土地や建物などを売ったときの税
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譲
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所

得

売った土地や建物を買

い入れたときの購入代金

(建物は減価償却費相当

額控除後の金額)や購入

手数料などの合計です。

実際の取得費が分力、ら

ないときや実際の取得費

よりも譲渡価額の5%の

方が多いときは、譲渡価

額の5%を取得費とする

ことができます。

譲麗責用

土地や建物を売るため
に直接支出した費用で、

次のようなものです。

①仲介手数料

②測量費用

③立退料
@建物を壊して土地を

売ったときの取壊し

費用なと

(普通の場合)

長期譲渡所得 100万円
短期譲渡所得 なし

(特別の場合)

O自分の住んでいる家屋

と土地を売ったとき

3.即日万円
O収用などのとき

3.000万円
Oその他

所有期間により
所得税の計算方法が
違ってくるのね。

土地や建物を売ったときの譲渡所得に対す

る税金は、分離課税といって他の所得と区分

して計算します。さらに譲渡した土地や建物

をいつ力、ら持っていたかによって、長期譲渡

所得と短期譲渡所得とに区分した上で、それ

ぞれ別の方法で税額在計算します。

①長期譲渡所得

譲渡のあった年のl月!日において所有期聞

か次の年数を超える土地や建物を売った場合

です。 土地...5年建物一，]0年

@課税譲渡所得が4.000万円までのとき

所得税20%

住民税6%

⑪課税譲渡所得力、4.000万円を超えるとき

@=(その他の課税所得@)
+課税譲渡所得x)1)x税率(ill)

@=(その他の課税所得@)+2，000万円)x 
税玄¥Gm

②短期譲渡所得

譲渡のあった年に取得したものや、 その年

この社会 あなたの税がいきている

1
1
 

1
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の l月l日において所有期聞が次の年数以下

で、ある土地や建物を売った場合です。

土地 ....5年建物ー 10年

@と⑪のどちらか多い額

③ 

所得税40%

住民税12%

@ 

((C)一⑬)x 110% 

。=(その他の課税所得Qill+課税譲J度

所得一50万円)x税率cill)

⑮ =その他の課税所得Qillx税率cill)

ヨヨ〉 その他の課税所得とは、事業所得や給与所得な
どの総所得から配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控
除、基礎控除、保険料控除などを差し引いた額です。
控除額は所得税と住民税とで異なります。
告号 税率は、所得税(住民税)の税率です。

-マイホームを売ったときの特例

自分が住んでいる家と敷地や、以前に住ん

でいた家と敷地を住まなくなった日から3年

を経過する年の12月31日までに、譲渡したと

きには次の軽減措置がとられています。

回3.000万円特別控除

売手と買手の関係が親子や夫婦など特別の

間柄でない場合、その所有期闘が長期、短期

を問わすL譲渡所得から3，000万円が特別に控

除されます。

固軽減税率の特例
(昭和田年4月l日以後の譲渡から適用されます)

譲渡した年のl月1日現在で、家屋と敷地

の所有期闘がともに10年を超えるマイホーム

を譲渡した場合で、買換え(交換)の特例の要

件に該当しない場合や、買換え(交換)の特例

の適用を受けない場合について、 3，000万円特

別控除の特例を適用した後の長期譲渡所得金

額に対して、次のように軽減された税率で課

税を受けることができます。

(税額の計算)

①課税長期譲渡所得金額が~， OOO万円以下のとき

課税長期譲渡所得金額XIO%(住民税は~%)

@課税長期譲渡所得金額が~， OOO万円を超えるとき

(課税長期譲渡所得金額-~ ， OOO万円)xI5% (住

民税は 5%) 十~OO万円(住民税は160万円)

国買換え(受換)の特例

次のすべての要件に該当するマイホ ムを

譲渡し、その譲渡の年の前年から翌年までの

3年の閣に代わりのマイホ ムを取得し、一

定の期間内に自己の居住の用に供した場合に

は、買換え(交換)の特例が受けられま克

①譲渡した年の1月1日現在で家屋と敷地の

所有期闘がともに10年を超えるものである

こと

@父母か祖父母から相続か遺贈で取得したも

ので、これらの者のマイホームで、あったも

のであること

③譲渡した者が30年以上の期間居住していた

ものであること

なお、昭和63年3月31日以前にマイホ ムを譲渡し

た場合には、上の②③の要件は必要ありません。

会特例を受けるには

所得税の確定申告書に、これらのいずれか

の特例の適用を受ける旨を記載するとともに、

住民票の写しなど、それぞれの特例に応じた

定の書類を添付しなければなりません。

〈特例の適用関係一覧〉

マイホームの蹟渡

区 年超10戸期有間斤

所有期

左
分 記以

間

年以10 
有毒

外

下
よ
り

3.000万円特別控除 O O 

軽減税率の特例 O 適 O × 

買倹え(交倹)の特例 O 用 × × 

※配偶者、直系血族、生計を にする親族その他特別
の関係がある者に対して譲渡した場合には上記のい
ずれの特例も受けることはできません。

円
〆
ω

可
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秋の料理講習会に参加して 述グ

ー会計土方いよ子 8 
婦人部会として'匡例の料理講習会が、秋雨 その後、懇談会となり、 3-4人の方の質

の降り続いた 9月26日(月躍日)に田辺料理 聞がありました。その中に税務署よりの通達

学園で行なわれました。

定刻10時になり五つの机に分かれ、本日の

講義が始まり皆さん熱心にプリントを精読し

ながら、これから作ろうとする料理の概略を

知りました。11時より実習になり、さすがは

ベテランのお母様方、それぞれが手際よく先

生の指導のもと、ぎせい豆腐と、しめ鯵のお

っくり、酢のもの等を12時30分迄に作りあげ

ました。

そして、試食会には町田税務署の花田署長

を始め、松永第一統括官、渡部上席指導官、

法人会副会長の鈴木様方々の御参加を得まし

て12時40分より始まりました。

第一声の御挨拶に、「この様なすばらしい

お料理を作られる皆様の御主人を羨まし く思

います4との一言で奥様方はちょっぴり恥ず

かしそうでした。やがて各人それぞれが雑談

をしながら、和食の本物の味を満喫致しまし

た。

作るのも楽しい、 食べるのも楽しい料理講習会。

の用語が大変難しい、と云う事を発言された

方がいましたが、私もその様に感じた一人で

す。でもその用語は、プロの会計職員であっ

ても理解に苦しむ書式だと憤概しているよう

です。なにしろ聞いたり、読んだりして、何

回も回を重ねていく しかない様な気が致しま

す。

この様なお話を聞くにつけて、会員さんの

一人一人が御主人の良きノ守一トナーとなって

会社繁栄に功献していらっしゃるんだなあ…

…とあらためて感じさせられました。

婦人部会加藤美恵子

朝から小雨まじりの 9月26日、午前10時よ

り、小田急町田駅近くの田辺料理学園に於て、

婦人部会の料理講習会が催され、参加させて

いただきました。20数名が、いちどうに会し

て、行われたのは始めてで、先生方の手際の

良い御指導のもと、おしゃべりをしながらの

楽しいひとときを過させていただきました。

この日の献立は、「枝豆ごはん、すまし汁、

ぎせい豆腐、架の渋皮煮、里芋の柚子衣酢の

物、しめ鯵、骨-せんぺい」秋の味覚をふんだ

んに使った料理八種類を教えていただきま し

た。試食会には、税務署より、 署長、松永統

括官、渡部上席指導官、親会より、鈴木副会

長の御参加をいただき、試食をしていただき

ました。一品一品なかなかの好評でした。そ

の後、懇談会に入り、税務署に対するアンケ

ート、税に関するお話、質問等々。三時近く

勺
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での長時間、とても有意義な一日を過ごさせ

ていただきました。早速、帰途買物をし、教

えていただいた中から、四品を夕食に作り 、

おいしいとのなかなかの評判でした。忙しい

毎日の生活の中で、短時間で出来、おいしく、

かつ経済的で家族に喜ばれる料理を教えてい

ただける。この様な企画に参加出来た事に感

謝しております。講習会をはじめ、研修会、

講演会等いろいろ計画をしていただき、勉強

の機会をくださる役員の皆様に感謝すると共

に、これからも機会がございましたらいろい

ろ勉強させていただきたいと思います。あり

がとうございました。

公開講演会

講習会のあとの懇談会でも話がはずんだ。

減恥炉

「感動をマイクにのせて !J
講師 NHKスポーツアナウンサー

2時間を超える講演になった。(福島先生)

青年部会公開講演会は、 140名を超える過

去最多の参加者を集め、去る10月4日に実施

された。講師には、|町田市に住むNHKスポ

ーツ ・アナウンサーの福島幸雄氏にお忙しい

中をお願いした。

初めに、「幸運にめぐりあうことがありま

す」と語って始まる福島氏の講演は、 21l寺問

福島幸雄氏

青年部会副部会長村松禍敏

を起える長時間の中、参加者一同に感動を与

えた。その感動も紙面を通してはやや伝え難

いが、ここでは20数年前の東京オリンピ yク

から始まります。

く福島幸雄氏の講演要旨〉

「私の失敗放送談」

昭和39年東京オ リンピ yクが開催されまし

た。実は、 3ヶ月前に、自分の担当を言い渡

され、私は水泳と総合司会そして閉会式を担

、νする事となりました。

閉会式。閉会式です。

アナウンサー となって15年目に、一人前だ

と認められた者がやれるあの閉会式を私がや

ることとなったのです。普通は、30年のベテ

ランがやるもの。正直なところ大変な重荷を

感じたと言うことでした。
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いやいや、同時に私の心の中には、この幸

運を何とかものにしたいと言う思惑もあった

のです。「ょうし。ここでうまい放送をやっ

てやろう」そう考えたのです。

3ヶ月間、いろいろな名文句を考えて考え

て考え抜きました。幸いなことにリハーサル

を3度見ました。式次第は全部手元に来てい

ます。もう全ての情景が頭の中に入っていて、

その時の名文句を作っていたと言うわけです。

次から次へと名文句が生まれてきて、それ

をメモに取っていきます。後は、 10月24日の

閉会式に使ってやれば良いと考えていたので

す。-そしてやりました。昭和39年10月24日午前
5時。

「皆さん、さようならー」

大きな声でアナウンスをいたしました。う

まかったんですね。完壁な、完壁な放送でし

た。完壁です。……午前5時。…そう夢の中

の事だ、ったのです。

オリンピックの閉会式を担当しろと言い渡

されて3ヶ月間、良い放送をやってやろうと、

思っていたせいでしょうか、こり固まって、

夢にまで見てしまったと言うことでした。

夢の中でやった放送は、余りにも見事でし

た。しかし、夢ですから本来なら目が覚めて

しまえばそれで終わりのはずです。ところが、

何故か。ある一部が残っていたと言うことが、

実は不幸の始まりでした。

聞かせ所というのがあります。私は、真っ

暗な閣の中で、聖火だけが赤々と燃えていて、

これが徐々に消えていくあの瞬間だと実は計

算していました。この30秒間の聞にラジオを

聞いている皆さんに感動して頂ければ、もう

しめたものだと考えていたのです。その部分

が何故か残っていました。

しめたと思い、それをメモにサラサラッと

書きました。もう出来上りです。今夜の勝負

はだいたい決まりました。

いやいや違います。この聖火の消える30秒

間だけうまいアナウンスをやっても、後の50

分間、気が抜けている様では皆さんの心は打

てない。「そうだ。手元には、式次第が全部

来ている。リハーサルも 3度見た。情景の全

部が分かっている。だから、この名文句30秒

を中心にして、閉会式全部の台本を作ってし

まえ」と、こうなったのです。

うまかったですね。朝食のおいしかったこ

と、それから昼飯のうまかったこと、もうお

なか一杯食べて、さあ、午後5時の本番のマ

-
ゆ

岩波建設株式曾枇

分譲住宅

開発造成
建築施工

不動産賃貸

東京都町田市金森586-4
TEL 0427 -26-7777・FAX0427 -26-8888 
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イクロホンの前に座りました。開会式が始ま

りました。まさに、台本どおり進んでいきま

した。

94ヶ国。プラカードと旗手が先ず入って来

ました。エチオピアの時は、アベベ選手が入

って来ます。オリンピ yク2連覇を讃えまし

た。オランダのヘーシング選手が入ってきま

す。柔道で金メダル獲得を祝福しました。

さあ、94ヶ国のプラカードと旗手が入り終

わりました。その後、世界の選手達が一団と

なって入って参ります。和気あいあいと各国

の選手が目の前を通ります。

台本どおり閉会式は進んでゆきました。

第 1コーナーを旗手が回り終わって、各国

の選手団も第 1コーナーにかかってきました。

とたんに、 そこから始まりました。何と、

日本の旗手福井誠君が胴上げに上げられたの

です。

無いのです。台本に無い、夢の中では浮か

んでこなかったシーンが、そこから起こり出

しました。

しまった。と思ったのですが、そこはアナ

ウンサー歴15年ですからここは何とかつきま

した。

前を見ました。93番目、その日独立したア

フリカのザンピアの旗手も肩車に上げられま

した。きあ、このあたりから大混乱が始まり

ました。

スポーツアナウンサーは、常に360度に視

線をむけます。見なければ良かったんです。

何と、アフリカの選手だったと思いますが、

何を思ったのか上着を脱ぎました。ズボンを

下しました。下には、ランニングシャツにラ

ンニングパンツを履いていました。この選手

が、今度は走りだしたのです。

今日 は厳粛な閉会式だと言うのに、まるで、

今ゴールする瞬間のような格好で走り 出しま

した。

さらに今度は、 5-6人の真黒いブレザー

を着た選手がロイヤルボックスの方へ走って

いきます。

これは、大変なことに成りました。暴動が

起こるかも知れません。こう思ったのですが、

この選手達は、ロイヤルボックスの前で天皇

陛下に向かつて最敬礼をすると、ウオークラ

イ、勝ち関の時の声の様な奇声を上げたので

す。 rなにやってんだよ。この厳粛な閉会式

lこ」 と言う様な事は言いませんでしたが、な

んでこうなるんだと、頭の中では大混乱です。

私としては、 一所懸命台本を読みたくでし

ょうがない。しかし、目の前にある事がそれ

を許してくれませんでした。

閉会式は、上を下への大騒ぎ。

早くフィールドの中に収まって厳粛な閉会

式に戻ってくれと、ただただ思っていました。

翌日、毎日新聞の第 l面には、文字通り、

お祭り騒ぎとなった閉会式の模様が載ってい

ました。そのすぐ下に、作家井上靖氏が見事

な筆で、随筆をお書きになっていました。

「私達が見たオ リンピックの閉会式で、こん

な感動的な場面はあったんだろうか。世界の

選手達は、たくまざる演出をしてくれた。も

う我々は、一生のうちにこんな素晴ら しい、

感動的な閉会式を見ることは無いんではなか

ろうカリ

回T国税務署からも花田署長をはじめ多数の参加を
いただいた。
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そう、 今振 り返ってみると、確かにあれは

感動的でありました。世界の選手達が喜びを

体で表現した。ただ粛々と歩いてくるわけで

はなく、烏合の衆となって、喜びを表し、ま

た別れを惜しんだ、。確かに井上靖さんが感じ

たとうり感動的な場面だったようです。

感動と言うものは、頭の中から出てくるも

のではなく、 自然のうちに生まれて来るもの

なのだと言う貴重な体験を、私は、あの東京

オリンピ ックの閉会式で学んだ、のです。

あのお祭 り騒ぎが自然、のうちに起ったから

こそ、皆さんが、或は井上靖さんが感動した

のです。(以下略)

こうして、 福島さんの講演はまだ続きます

が、同氏より次の様な教訓を頂きました。

。世界に勝つためには、 世界ーのものを 2

つ持たなければならない。

本年度第 2岡

。勝つための力とはなにか。

1.自信。 2.気迫。 3.集中力。

O勝っても、人間性を持たない勝者は本物

ではない。では、人間性とはなにか。

1.素直さ。2.ユーモア。3.謙虚さ。

以上の事を心にとどめて、明日からの経営

にお役立て頂ければ幸いです。

福島さんには、長時間に渡り放送界の裏話

など貴重な経験から、素晴らしいお話を頂き

ました。「見事な放送をしてやろうと努力し

てきました」と言うその意気込み、努力、心

には、ここに御参加頂いた女性の方には、見

事な家庭、経営者の方には、見事な経営と、

その道にあいつうずるものと確信しておりま

す。福島さん見事なお話ありがとうございま

した。

部会研修会開催

10月11日午後 1時30分より町田税務署3階

会議室において、 本年度第 2回目の部会研修

会を開催いたしました。

今回のテーマは、 (1)税制改正について、 (2)

四ヶ所源泉部会長。

源泉部会部会長四ヶ所 守

決算と源泉所得税 となっていて、講師は町

田税務署法人税第一部門上席調査官亀岡幸二

氏にお願いしました。

当日は連休明けの忙しい日でしたが、 35名

の参加者があり、また活発な意見もでて、お

かげで目的を果たすことができました。

さて、 (1)の税制改正については、持例法の

施行に伴う本年9月 1日から12月31日までに

支払われる給与や賞与などの税額表、退職手

当等の税額計算、家内労働者等の昭和63年分

の事業所得等について所得計算の特例制度な

どの説明が資料にもとづきくわしく行われま

した。

次いで¥(2)のテーマで、ある決算と源泉所得

税については、税務調査からみた勘定料目別
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チェックポイントとして、人件費と他の料目

(福利厚生費・外注費・旅費・雑費など)と

の照合を行ない課税漏れがないかチェックの

必要性があります。特に外注費に関して雇用

関係の有無の判断に注意しなければならない

ようです。

これらについて、講師より多数の具体的な

問題が示されたので各グループは回答を出し、

その結果に対して適否の検討と解説が行われ

ました。各問題は、充分時間をかけて質疑応

答がかわされたので留意点などについても理

解できたことと思います。

今後に予想される税制改正に対応して、部

会としても研修会を通じて知識の向上を図り

たいと念願していますので、積極的にご参加

下さい。

委:ご員 .b Z高t より お知らせ

共済制度連絡協議会開催される

昭和63年度第 1回共済制度連絡協議会が総

員32名出席のもと、去る10月3日(月)11時より、

“千寿閤"において開催されました。

厚生委員長古津

会社との連携を強化し、会員企業の万ーの時

の保障と法人会の財政基盤確立の一助として

各種共済制度のより一層の推進に努めること

を強調されました。

つづいて、各種制度の加入状況と今後の推

進方法についての説明および受託会社の職員

の紹介があり、特に63年度は大型保障制度2

万社純増運動 (63年-65年)の初年度という

司.

当日は法人会側より、石井副会長をはじめ

各委員、制度受託会社より大同生命保険相互

会社、 AIU保険会社の皆様のご参加を得て

古淳協議会会長、石井法人会副会長の挨拶の

後、大同生命石田支社長より受託会社を代表

してご挨拶をいただきました。

3氏ともそれぞれの立場で、法人会と受託

ことであり、強力に推し進めたいとの決意が . 

表明されました。

広ー報委員会よりお知らせ

広報委員長井之上哲夫

法人会ニュースでもお知らせいたしました X14.5cm)、料金は20，000円です。事務局あ

が、会報の広告にぜひご協力をお願いいたし てご連絡いただければ、原稿の制作について

ます。スペースは本会報の 1ページの士(6cm はご相談にのります。
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妙 お知らせ

地区別研修会、 9会場で開催

63年度地区別研修会は、 10月 5日南第2地

区会を皮切りに、 14地区、 9会場で開催され

ました。

今年の特徴として、各地区会の組織が整備

された今回の研修会は、地区会が主体で企画

され、中には、独自の講演会を開くなど、昨

年以上の活気を帯びていました。

. 10月5目、南第2地区会。ワタヤ商事闘の

会議室を借りて、19名の方が集まった。

. 10月7目、南第1地区会。南市民センター

にて、 15名が参加。

研修委員長杉浦信男

また、今回特に要望があって、税務署との

懇談会を全会場にて開催。会員と男との橋渡

しを実現したと思います。

今後、さらなる地区会の活性化のため、 会

場にてアンケート を実施しました。

この参加者一同のご意見を大切に、また来

年の地区別研修会を成功させたい。

. 10月6日、鶴川第2地区会。野津田公民館

にて、16名が参加。

. 10月12目、南第3地区会。東名飯庖の一室

で24名が参加。懇談会では、大変盛り上がり

を見せる。
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. 10月13日、森野、町田北第1・2各地区会

合同。城南信用金庫原町田支庖の会議室で、

41名が参加。シビアな意見もあった。

• 10月17日、原町田第2地区会。八千代信用

金庫町田支庖の会議室で、29名が参加。

• 10月26日、忠生1. 2、堺1. 2の4地区

会合同の地区別研修会は、今年最高の116名

参加のもとで開催。漫画家西村宗先生の「マ

. 10月14日、原町田第1地区会。町田市商工

会の会議室で、19名参加。講演「商庖街は、

いかにあるべきか」を開催iする。

. 10月20日、鶴川第1地区会。鶴川テニスク

ラブにて、 23名が参加。

ンガの目から見た企業活動」が好評だった。

〔会場提供東京卜口ン保健センタ一〕
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報

昭和63年度の実務簿記講習会

終了する!!
当会では実務簿記として毎年

1 .初級実務簿記講習会

2.中級実務簿記講習会

を開催しておりますが、本年度も東京税理士

会町田支部所属の先生により実施され去る、

.. 10月24日の中級実務簿記講習会の閉講式をも

って好評のうちに終了しました。両先生には

紙面をもって厚く御礼申します。

特に中級簿については、本年上記の町田支

部にお願いした新しい「テキスト」により講

議が行われたわけですが、先生のご努力によ

り受講者に評判よく、充実した講習会になっ

たと，思っております。今後とも会員の皆様の

あたたかいご支援をお願いします。

なお、さきの会報には初級実務の受講者の

掲載が講習中でもありましたので、今号に初

級、中級実務簿記講習会参加者名簿として掲

載します。今後ともよろしくお願いします。

子

子

見

子

枝

美

子

子

子

博

美

子

名

幸

冴

明

久

静

明

敏

保

孝

充

春

日

氏

中

藤

水

村

パ

樫

田

川

田

講

塚

藤

田

佐

清

上

火

富

平

古

村

横

平

伊

側

ス

G

ン

備

側

側

側

側

側

路

丸

前

ム

イ

サ

設

付

業

一

設

事

名

テ

サ

一

ヲ

ス

道

大

お

名

ス

.

ぐ

っ
-

H

Y

一

り

ト

工

建

官

報

れ

ド

J

…

川

、

い

ク

一

回

田

和

教

T

l

i

ヒ

イ

田

ア

原

ニ

本

町

会

本

f

ユ

調

日

帰

備

側

帰

ヒ

平

フ

藤

ポ

倒

附

『巳
E
-
-
-
a
E
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
l
l
i
t
-
-
1
1
1
1
1
1
h
I
l
l
i
t
-
-
I
l
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 

簿務

子

泰

子

子

子

男

子

子

緑

美

美

司

実

名

美

奈

噸

則

広

静

有

富

政

智

恵

究

真

寅

4
4
τ
 
度

部

合

笠

田

上

島

上

合

瀬

村

澄

井

年

氏
臼

安

河

武

・

寺

井

毒

川

落

員

中

川

酒

和昭
側

ル

建

所

事

事

カ

側

業

ル

ン

計

事

電

相

i

商

に

輪

工

利

市

5

l

直

一

テ

・

デ

併

科

5

一

カ

阿

/

-

ォ

Z

セ

一

子

・

設

問

田

川

k

l

イ

主

「

ム

イ

幹

ス

ア

-

h

デ

イ

J

ピ
テ
ト

;

羊

一

・

4

一

合

ス

フ

i
ア

ア

イ

井

エ

オ

カ

コ

コ

シ

サ

愛

側

側

側

側

伺

側

落

側

側

聞

揃'
 

(郁三共住宅サーピス 石川やよい

(布周防設備五十嵐誠子

新興建設(掬岩元千恵

新日本電工(掬青山 薫

新日本電工(栂青山曜子

(栂稲栄商会稲垣ひで子

(有)永井製作所永井モト子

側町田大丸根回恵子

(栂町田大丸荻原佳子

情)町田タイムズ社武相新聞 松本喜久子

(掬ミヤコ商事河村美弥子

ヤマギシズム生活実顕
(布地生産物多摩供給所 川原由紀

岡山本産業山本晴美

脚本田電子技研九島美智代
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地区別研修会の実施のなかから

本年度は10月中に、 9会場で開催し、研修内容に地域の現状を踏まえたものが実施されまし

た。はじめて参加された方の「よかった」との言葉が多く聞かれたことは、今後の地区研修会

開催のはげみとなり、研修内容の重要性を痛感しました。

なお、本年度は、税務署担当官との懇談会の時間を多くとり、署担当官との「ザックパラン」
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な話ができ たことも有効で、税務署の敷居は高くないとの印象を受けられた会員の方々も多か

ったことと思います。

表紙撮影者をご紹介します

前号 (第27号) より表紙の写真を有限会社北村建築設計事務

所代表取締役北村紀ーさんに提供していただいています。今号

の表紙写真が上ったところで、 ミ写真ミとのつき合いについて

北村ーさんにお言古を聞いてみました。

中学生のとき、父親からカメラを買って もらいそれがきっか

けで写真とのつき合いが始まったそうです。カメラ屋の庖頭で、

当時高級機だったカメラ「キャノン」をのぞいては、いつかは

あれを自分で買うんだと思い続けていたといいます。現在は仕

事で、出かけるときにも車のトランクにカメラ 4台は積んでい

北村紀一氏。 くそうです。主に撮るのは風景写真、町田市農協忠生支庖の写

真同好会に所属、年に 4-5回は撮影旅行に出かけるそうです。仕事柄各地の市役所を訪ねま

すが、目的の建築指導課だけでなく、必ず教育委員会に寄り 、名所旧跡の写真を見せてもらう

とのことです。設計した庖舗の建築中の写真を、建築主からぜひ欲しいと言われたときなど、

嬉 しくなるそうです。陸中海岸をご夫婦で旅行中、奥さんの撮った写真がある機械メーカーの

パンフレッ トに採用されたことがあったそうです。そのとき北村ーさんのカメラにはたまたまフ

ィルムが入っていなかったと、残念そうに話してくれま した。(本町田養運寺 ・観音堂)

会員名簿について訂正とお詫び

本会会員名簿はも うお手元に届いていることと思います。内容について万全を期したつもり

でしたが、い くつか誤植や間違いがありました。ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げ、

以下に訂正をさせていただきます。

掲載ページ iZZ L 貝 名 百実 正

P 54 モリマチスポーツ件t) 森野=之助 森町=之助

P 59 (有)=条工務庖 26-6346 22-2307 

P 61 丸町商事(柑 観賞魚、及喫茶 不動産業

P 68 側鳥 円 国 園

P 90 日制メカトロニクス 93-0353 22-0010 

P 90 (附メカ トロ企画 93-0353 22-0010 

P 107 情)佐藤土木 35-8247 23-6274 

P 117 日止)ニューディスクール 25-9789 28-7777 

P 138 側京王塗装工業所 猿渡喜代治 猿橋喜代治

P 138 (株)京王塗装工業所 成、i頼1074 南成瀬4-21-2

P 147 (有)横田建材 95-1489 95-1678 

P 151 (有)アポロ電子工業所 設計ガラス製造販売 石英ガラス製造販売

P 173 菊一建設(槻 菊地一市 菊池一市
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経堂書には1ë.分足r~t会的保麿tJ~あ!J~安~ん。

不確実な時代・安定した将来の資金づくりに

東法違の一一一一一

ご存知ですか?

-従業員の退職金規定のある企業

94.6% 

-役員の退臓金規定のある企業

15.4% 

-役員の退職金規定を作りたいと

考えている企業 63.1%

特色

-月々計画的な掛金で多額の資金が準備されます。

・積立金は年金、一時金いずれか希望される方法でお受取りになれます0

・掛金は安全・有利に運用されます。
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20万円 l 叩万円 I 7万円 I 5万円 I 3万円

396.000円 198.000円I138.600円 99.000円 59.400円

1万円

19.800円

8.570.000円 I5.142.000円 I1.714.000円

合「役員退職'"労金規程」と F議事録のサノ71レを差し上けますニ希望の方は下記までお申し込み(1こさL、

ニの制度のお閉会せは

(社)東京法人会連合会 東京都新宿区坂町13番地4全法連会館3階 TEL03(355)2911
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